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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】患者の体内の狭窄部にバルーン本体を安定的に
設置でき、該狭窄部を介して異物を収去する際にこれを
円滑に収去できるとともに、術者が内視鏡スコープを通
じて十分に観察できる異物牽引機能を備える多機能型の
医療用バルーン装置を提供する。
【解決手段】異物牽引機能を備える多機能型の医療用バ
ルーン装置１は、バルーン本体２と、異物収去具３と、
シース５とを有する。膨張剤収容空間２ａは、単独の空
間で形成され、連結管接続部２ｂで連結管５ａに接続さ
れている。連結管接続部２ｂは、該狭窄部の奥側に位置
する第１の連結管接続部２ｂ１と、該狭窄部の手前側に
位置する第２の連結管接続部２ｂ２とから構成される。
連結管５ａは、膨張剤収容空間２ａと膨張剤供給装置と
を個別的に連結している。シース５は、特に超音波プロ
ーブ取付部５ｄを有する。
【選択図】図７
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置であって、バルーン本体と、異物収
去具と、シースとを有しており、該バルーン本体は、膨張剤を注入してこれを膨張させる
ことによって患者の体内の狭窄部を拡張するための袋状の部材であって、伸縮性のある部
材によって形成されており、その内部に膨張剤収容空間を有しており、該膨張剤収容空間
は、注入された該膨張剤を収容するための空間であって、単独の空間によって形成されて
おり、連結管接続部において連結管に接続されており、該連結管接続部は、ここから該膨
張剤収容空間内へと該膨張剤を注入するための部位であって、該狭窄部に該バルーン本体
を設置する際に、該医療用バルーン装置を進入させる方向からすると、該狭窄部の奥側に
位置することになる第１の連結管接続部と、該狭窄部の手前側に位置することになる第２
の連結管接続部とから構成され、該異物収去具は、該医療用バルーン装置の内部を長さ方
向に自在に移動して、その先端部から繰り出して異物を収去するための部材であって、該
異物を捕捉するための異物捕捉部と、該異物収去具を操作するための操作部とからなり、
該シースは、可撓性のある長尺の部材で形成されており、連結管と、ガイドワイヤー取付
部と、異物収去具取付部とが設けられており、該連結管は、該バルーン本体に該膨張剤を
供給するための膨張剤供給装置から該バルーン本体へと該膨張剤を注入するための管状の
部材であって、該膨張剤収容空間と該膨張剤供給装置とを個別的に連結しており、該ガイ
ドワイヤー取付部は、術者が該医療用バルーン装置を操作するためのガイドワイヤーが該
医療用バルーン装置に取り付くための箇所であり、該異物収去具取付部は、該異物収去具
が該医療用バルーン装置に取り付くための箇所であることを特徴とする異物牽引機能を備
える多機能型の医療用バルーン装置。
【請求項２】
請求項１に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置であって、前記
シースには、前記膨張剤収容空間内に収容された膨張剤を介して、超音波振動子が超音波
信号を送受信することによって、前記バルーン本体の膨張状態を確認するとともに、患者
の体内から異物を収去するための各種の情報を取得するための超音波プローブが該医療用
バルーン装置に取り付くための超音波プローブ取付部を有していることを特徴とする異物
牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、造影剤や生理食塩水等の各種の膨張剤を注入して膨張させることによって、十
二指腸乳頭部といった患者の体内の狭窄部を拡張するための医療用バルーン装置に関し、
特に患者の体内から胆石等の各種の異物を収去するための種々の機能を備えた異物牽引機
能を備える多機能型の医療用バルーン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
本考案に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置は、患者の体内から種
々の異物を収去したり消化管の狭窄を拡張したりするといった目的のために用いることが
できるが、本願では特に胆石症の患者の体内から胆石を収去する場合を例にして説明する
。
【０００３】
図１に基づいて説明すると、胆汁は、肝臓（Ｄ）で生成され、胆嚢（Ｅ）に一時蓄えられ
るとともに濃縮された後、総胆管（Ｆ）を通って、十二指腸（Ｃ）へと流出する。胆石（
Ｘ）は、胆汁に含まれるコレステロールやビリルビン等が結晶化又は沈殿して固形化する
ものである。胆石が胆嚢（Ｅ）にあるときは胆嚢結石と呼び、胆石が肝臓（Ｄ）内の胆管
にあるときは肝内結石と呼ぶが、胆石が総胆管（Ｆ）内で形成されたり、あるいは胆嚢（
Ｅ）内で形成された結石が総胆管（Ｆ）内へと流出したりすることもあり、これらを総胆
管結石（Ｙ）と呼んでいる。
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【０００４】
図１に図示するように、上記のような総胆管結石（Ｙ）が総胆管（Ｆ）を塞いでしまうこ
とで胆管閉塞を生じ、患者は上腹部の痛み、吐き気、食欲不振等といった各種の症状を呈
するが、総胆管結石（Ｙ）が総胆管（Ｆ）に嵌り込んでいない場合は患者に何らの症状も
見受けられないということもある。しかしながら、総胆管結石（Ｙ）が総胆管（Ｆ）を塞
いでしまうと、大腸菌等の細菌が感染して総胆管（Ｆ）に炎症を生じさせ、患者は発熱、
悪寒、黄疸、褐色尿等といった各種の症状を呈し、胆管炎を生じる。また、細菌が血液中
に拡がると敗血症を生じ、意識障害等を伴って患者を死に至らしめることもある。
【０００５】
更に、図１に図示するように、総胆管（Ｆ）の十二指腸（Ｃ）側の出口には膵臓（Ｈ）で
生成された膵液を十二指腸（Ｃ）へと流出させるための膵管（Ｉ）も合流しているため、
総胆管（Ｆ）の十二指腸側（Ｃ）の出口にある突起即ち十二指腸乳頭部（Ｇ）に総胆管結
石（Ｙ）が嵌り込むと膵臓（Ｈ）に炎症を生じさせ、急性膵炎を発症することもある。
【０００６】
そこで、図２及び３に図示するように、従来、上記の総胆管胆石（Ｙ）を収去する際の手
術方法の１つとして、内視鏡的乳頭バルーン拡張術（Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ ｐａｐｉｌ
ｌａｒｙ ｂａｌｌｏｏｎ ｄｉｌａｔａｔｉｏｎ［略称ＥＰＢＤ］）が行われている。こ
の手術方法について説明すると、まず、手術医等の術者は、患者の口腔から、食道（Ａ）
、胃（Ｂ）を介して十二指腸（Ｃ）まで内視鏡スコープ（Ｐ）を挿入し、内視鏡スコープ
（Ｐ）の先端部から総胆管（Ｆ）内へとカテーテルを挿入して造影剤を注入し、総胆管（
Ｆ）の内部形状等を観察する。次に、術者は、図２に図示するように、内視鏡スコープ（
Ｐ）の先端部に備えられている内視鏡レンズ（Ｐ１）を通じて内視鏡システム本体に備え
られている手術用モニターに映し出される映像を視認しながら、内視鏡レンズ（Ｐ１）の
近傍にある鉗子出入口（Ｐ２）から総胆管（Ｆ）内へとガイドワイヤー（Ｓ）によって案
内しながらバルーンカテーテル（Ｑ）を挿入し、バルーン本体を十二指腸乳頭部（Ｇ）を
跨ぐようにして設置する。そして、術者は、総胆管結石（Ｙ）を収去できるように、バル
ーン本体に生理食塩水等の各種の膨張剤を注入してこれを膨張させ、十二指腸乳頭部（Ｇ
）を拡張する。更に、術者は、図３に図示するように、バルーンカテーテル（Ｑ）に代え
て、上記のようにして拡張された十二指腸乳頭部（Ｇ）から砕石用バスケットや採石用バ
スケットといった異物収去具（Ｒ）を総胆管（Ｆ）内に挿入して、総胆管結石（Ｙ）を砕
いたり採取したりして総胆管（Ｆ）内から収去するのである。
【０００７】
上記のようなＥＰＢＤに用いるバルーンカテーテルとしては、種々のものが提案されてお
り、例えば以下のようなものが提案されている。即ち、膨張流体を使用して医療処置を行
うための装置であって、前記膨張流体を受け入れるための内部を有する膨張可能なバルー
ンと、前記膨張流体の第１の流れを前記バルーンの前記内部に移送するための第１の出口
を有する第１膨張内腔を備える第１チューブと、前記バルーンの前記内部内に少なくとも
部分的に位置決めされる第２チューブであって、前記膨張流体の第２の流れを前記バルー
ンに移送するための第２の出口を有する第２膨張内腔を備える第２チューブとを備える装
置である（例えば、以下の特許文献１を参照）。
【０００８】
このようなバルーンカテーテルによれば、第１チューブ及び第２チューブの長さ及び直径
を選択することにより、バルーンの異なる部分に異なる流れで膨張流体が供給されるため
、バルーンの相対的膨張を正確に制御することができて、好適であるとされている。
【０００９】
また、上記のようなＥＰＢＤに用いるバルーンカテーテルとしては、種々の多機能型のも
のも提案されており、例えば以下のようなものが提案されている。即ち、前方部に付設さ
れたバルーンと、長さ方向に貫通する主内腔とバルーン内部に開口する副内腔を有するシ
ャフトと、バルーン前方に位置する長さ２０～６０ｍｍの可撓性チューブよりなる誘導部
と、主内腔に進退自在に挿通した操作部材と、操作部材の先端に位置する、誘導部の先端
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から出し入れすることにより拡開および収縮自在な構成とした把持部よりなることを特徴
とする把持具付拡張バルーンカテーテル（例えば、以下の特許文献２を参照）、カテーテ
ルシャフトと、脈管の入口を拡張するために前記カテーテルシャフトに取り付けられた膨
張可能バルーンのような第１拡張可能装置と、前記カテーテルシャフトに配置され、結石
を脈管から取り出す伸縮自在のバスケットのような第２拡張可能装置とを有することを特
徴とする患者の脈管から結石を取り出す装置（例えば、以下の特許文献３を参照）、第１
の管腔及び第２の管腔を備えるカテーテルチューブと、該カテーテルチューブの第１の管
腔に軸方向移動自在に挿入される操作ワイヤと、該操作ワイヤの遠位端部に接続されたか
ご状のバスケット部とを備えてなり、前記バスケット部が前記カテーテルチューブの第１
の管腔内に引き込まれると収縮し、該第１の管腔から押し出されると拡開する医療用バス
ケット型処置器具であって、前記カテーテルチューブの遠位端から５～８０ｍｍの位置に
伸縮性材料製の筒状体からなるバルーンが取り付けられていて、前記カテーテルチューブ
の第２の管腔を介して、バルーン膨張用流体を該カテーテルチューブの近位端側から前記
バルーンの内部に送り込んで、該バルーンを１５ｍｍを超える外径を有するまで膨張させ
ることが可能となっている医療用バスケット型処置器具（例えば、以下の特許文献４を参
照）といった異物収去具を備えたバルーンカテーテルである。
【００１０】
このような多機能型のバルーンカテーテルによれば、上記のような従前一般に提供されて
きた単機能型のバルーンカテーテルとは異なり、十二指腸乳頭部（Ｇ）にバルーンカテー
テル（Ｑ）を設置したまま、異物収去具（Ｒ）を総胆管（Ｆ）内へと進入させることがで
きる。そうすると、単機能型のバルーンカテーテルのように、バルーンカテーテル（Ｑ）
に代えて異物収去具（Ｒ）を総胆管（Ｆ）内へと進入させる間に、拡張した十二指腸乳頭
部（Ｇ）が蠕動運動や当該箇所における括約筋の働き等によって再度収縮してしまったり
、異物収去具を膵管等に誤進入させたりするおそれも低減される。よって、上記のような
多機能型のバルーンカテーテルによれば、術者は簡便にＥＰＢＤを実施することができ、
それとともに手術時間の短縮化によって患者にとっては低侵襲なものになるとともに、Ｅ
ＰＢＤの安全性も高めることができ、好適である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特表２０１５－５２６２６２号公報
【特許文献２】特開２００１－１４９３７７号公報
【特許文献３】特表２００３－５０４１４４号公報
【特許文献４】特開２００６－３０４８３５号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１２】
しかしながら、上記のような従来提供されてきた多機能型の医療用バルーンカテーテルは
、ＥＰＢＤを実施する際に、蠕動運動や当該箇所における括約筋の働きによって、十二指
腸乳頭部にバルーン本体を安定的に設置することが困難な場合があるという問題があった
。特に、バルーン本体に膨張剤を注入するための連結管を接続するためのバルーン本体に
おける連結管接続部が１箇所のみ設けられている場合ないしバルーン本体の偏った位置に
連結されている場合に、バルーン本体に膨張剤を注入すると、バルーン本体がバランスを
崩し易いといった問題があった。そこで、本考案が解決しようとする第１の課題は、十二
指腸乳頭部といった患者の体内の狭窄部にバルーン本体を安定的に設置することができる
異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置を提供することにある。
【００１３】
また、上記のような従来提供されてきた多機能型の医療用バルーンカテーテルでは、ＥＰ
ＢＤを実施する際に、バルーン本体を膨張させて十二指腸乳頭部を拡張させても、特に総
胆管結石の大きさや形状によっては総胆管内から円滑に収去させるのが困難な場合もあっ
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た。例えば、図２及び３に図示するように、従来提供されてきた多機能型の医療用バルー
ンカテーテルは、内視鏡スコープ（Ｐ）の先端にある鉗子出入口（Ｐ２）からこれを屈曲
させて総胆管（Ｆ）内へと挿入するところ、多機能型の医療用バルーンカテーテルを術者
が総胆管（Ｆ）内から引き出そうとすると、特に十二指腸乳頭部（Ｇ）に引っ掛かってし
まい、これを上手く引き出すことができなかったり、あるいは十二指腸乳頭部（Ｇ）を傷
付けたりするおそれがあった。そこで、本考案が解決しようとする第２の課題は、十二指
腸乳頭部を介して総胆管結石を収去するといったように、患者の体内の狭窄部を介して異
物を収去する際にこれを円滑に収去することができる異物牽引機能を備える多機能型の医
療用バルーン装置を提供することにある。
【００１４】
そして、上記のような従来提供されてきた多機能型の医療用バルーンカテーテルでは、Ｅ
ＰＢＤを実施する際に、バルーン本体を膨張させると、膨張したバルーンが内視鏡レンズ
（Ｐ１）の視野を遮ってしまい、術者による観察を阻害してしまうという問題もあった。
特に、患者の体内の狭窄部の手前側に位置する内視鏡スコープ（Ｐ）から、該狭窄部の奥
側を観察することは困難であった。そこで、本考案が解決しようとする第３の課題は、術
者がより正確かつ多くの患者の体内における情報を得られるようにした異物牽引機能を備
える多機能型の医療用バルーン装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本考案は、上記の各課題を解決するために提案されたものであり、以下の構成を有するも
のである。以下では、本考案の構成を理解することを補助するために、本願に添付した図
面に表示した番号及び符号をあわせて記載する。
【００１６】
請求項１に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置（１）は、バルーン
本体（２）と、異物収去具（３）と、シース（５）とを有している。
【００１７】
バルーン本体（２）は、膨張剤を注入してこれを膨張させることによって患者の体内の狭
窄部を拡張するための袋状の部材であって、伸縮性のある部材によって形成されており、
その内部に膨張剤収容空間（２ａ）を有している。膨張剤収容空間（２ａ）は、注入され
た該膨張剤を収容するための空間であって、単独の空間によって形成されており、連結管
接続部（２ｂ）において連結管（５ａ）に接続されている。即ち、連結管接続部（２ｂ）
は、ここから膨張剤収容空間（２ａ）内へと膨張剤を注入するための部位であって、患者
の体内の狭窄部にバルーン本体（２）を設置する際に、医療用バルーン装置（１）を進入
させる方向からすると、狭窄部の奥側に位置することになる第１の連結管接続部（２ｂ１
）と、狭窄部の手前側に位置することになる第２の連結管接続部（２ｂ２）とから構成さ
れる。
【００１８】
異物収去具（３）は、医療用バルーン装置（１）の内部を長さ方向に自在に移動して、そ
の先端部から繰り出して異物を収去するための部材であって、異物を捕捉するための異物
捕捉部（３ａ）と、異物収去具（３）を操作するための操作部（３ｂ）とからなる。
【００１９】
シース（５）は、可撓性のある長尺の部材で形成されており、連結管（５ａ）と、ガイド
ワイヤー取付部（５ｂ）と、異物収去具取付部（５ｃ）とが設けられている。
【００２０】
連結管（５ａ）は、バルーン本体（２）に該膨張剤を供給するための膨張剤供給装置（６
）からバルーン本体（２）へと該膨張剤を注入するための管状の部材である。連結管（５
ａ）は、膨張剤収容空間（２ａ）と膨張剤供給装置（６）とを個別的に連結している。ガ
イドワイヤー取付部（５ｂ）は、術者が医療用バルーン装置（１）を操作するためのガイ
ドワイヤー（Ｓ）が医療用バルーン装置（１）に取り付くための箇所である。異物収去具
取付部（５ｃ）は、異物収去具（３）が医療用バルーン装置（１）に取り付くための箇所



(6) JP 3222060 U 2019.7.4

10

20

30

40

50

である。
【００２１】
請求項２に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置（１）は、請求項１
に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置（１）であって、シース
（５）には、膨張剤収容空間（２ａ）内に収容された膨張剤を介して、超音波振動子が超
音波信号を送受信することによって、バルーン本体（２）の膨張状態を確認するとともに
、患者の体内から異物を収去するための各種の情報を取得するための超音波プローブ（４
）が医療用バルーン装置（１）に取り付くための超音波プローブ取付部（５ｄ）を有して
いる。
【考案の効果】
【００２２】
本考案に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置は、上記の通りの構成
であるから、以下のような効果を奏することができる。
【００２３】
まず、請求項１に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置（１）は
、膨張剤収容空間（２ａ）が、単独の空間によって形成されており、連結管接続部（２ｂ
）において連結管（５ａ）と連結されている。そして、連結管接続部（２ｂ）は、患者の
体内の狭窄部にバルーン本体（２）を設置した際に、医療用バルーン装置（１）が進入す
る方向からすると、狭窄部の奥側に位置する第１の連結管接続部（２ｂ１）と、狭窄部の
手前側に位置する第２の連結管接続部（２ｂ２）とから形成されている。また、連結管（
５ａ）は、膨張剤収容空間（２ａ）と膨張剤を供給するための膨張剤供給装置（６）とを
個別的に連結している。
【００２４】
そうすると、術者は、膨張剤供給装置（６）を操作して膨張剤の注入量や注入速度等を調
節することよって、バルーン本体（２）のバランスを取りながら、膨張剤収容空間（２ａ
）内に膨張剤を注入し、患者の体内の狭窄部にバルーン本体（２）を安定的に設置するこ
とができる。よって、請求項１に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルー
ン装置（１）は、該狭窄部にバルーン本体を安定的に設置することができる異物牽引機能
を備える多機能型の医療用バルーン装置を提供するという本考案が解決しようとする第１
の課題を解決することができる。
【００２５】
また、請求項１に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置（１）は
、バルーン本体（２）を該狭窄部から撤去する際、第２の連結管接続部（２ｂ２）から膨
張剤収容空間（２ａ）内へと更に膨張剤を注入すると、バルーン本体（２）の特に第２の
連結管接続部（２ｂ２）側が膨張して、該狭窄部の手前側へと自然と引き出され、それと
同時に患者の体内の異物も引き出されることになる。即ち、術者が医療用バルーン装置（
１）を牽引することで、これが患者の体内に引っ掛かって、これを傷付けるおそれを低減
することができる。そうすると、請求項１に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医
療用バルーン装置（１）は、患者の体内の狭窄部を介して異物を収去する際にこれを円滑
に収去することができる異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置を提供する
という本考案の第２の課題を解決することができる。
【００２６】
更に、上記のようにしてバルーン本体（２）が該狭窄部の手前側へと引き出されることに
より、バルーン本体（２）は内視鏡スコープ（Ｐ）による観察を行い易い該狭窄部の手前
側へと引き出されることになる。そうすると、請求項１に記載した異物牽引機能を備える
多機能型の医療用バルーン装置（１）は、より正確かつ多くの患者の体内における情報を
得られるようにした異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置を提供するとい
う本考案が解決しようとする第３の課題を解決することができる。
【００２７】
特に、請求項２に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置（１）は
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、超音波プローブ（４）を有している。そうすると、超音波振動子が発する超音波信号に
係る画像が手術用モニターに表示されるようになるため、手術の安全性ないし確実性を一
層高めることができる。また、液体は超音波の伝搬効率の高い性質を備えるものであると
ころ、請求項２に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置（１）は
、バルーン本体（２）に液体が供給されることによって、超音波振動子が発する超音波信
号が伝搬し易くなり、該超音波信号に係る画像が手術用モニターに鮮明に表示されるよう
になって、本考案が解決しようとする第３の課題を解決するために一層好適である。
【００２８】
上記のように、請求項１に記載した異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置
（１）は、患者の体内から種々の異物を収去する際の安全性ないし確実性を高めることが
できる。そして、このことは手術時間の短縮等にもつながるため、ひいては術者の労力の
負担及び患者の体力の負担を軽減することにもつながるのである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】総胆管結石の状況を示した参考図である。
【図２】従前のバルーンカテーテルを用いてＥＰＢＤを実施する様子を示した参考図であ
る。
【図３】従前の異物収去具を用いてＥＰＢＤを実施する様子を示した参考図である。
【図４】本考案の一実施形態に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置
の概略図である。
【図５】本考案の一実施形態に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置
の正面一部切断図である。
【図６】本考案の一実施形態に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置
の作用説明図である。
【図７】本考案の一実施形態に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置
の作用説明図である。
【図８】本考案の一実施形態に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置
の縦断面切断部端面図である。
【考案を実施するための形態】
【００３０】
まず、本考案の一実施形態に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置（
１）の構造について添付図面に基づいて説明する。異物牽引機能を備える多機能型の医療
用バルーン装置（１）は、図５に図示するように、バルーン本体（２）と、異物収去具（
３）と、シース（５）とを有しており、術者はその必要に応じて医療用バルーン装置（１
）に超音波プローブ（４）を取り付けて使用する。尚、以下では特に胆石症の患者の体内
から胆石を収去する場合を例にして説明するが、本考案に係る異物牽引機能を備える多機
能型の医療用バルーン装置は、特にこれに限定されるものではなく、例えば胃や直腸内に
誤進入した異物を除去するといったように、患者の体内から種々の異物を収去するために
用いることができるとともに、消化管の狭窄を拡張するためにも用いることができる。
【００３１】
バルーン本体（２）は、図５に図示するように、生理食塩水等の各種のバルーン膨張剤を
注入してこれを膨張させることによって患者の体内の狭窄部を拡張するための袋状の部材
であって、シリコンやラテックス等の伸縮性のある部材によって形成されており、その内
部に膨張剤収容空間（２ａ）を有している。膨張剤収容空間（２ａ）は、注入された該膨
張剤を収容するための空間であって、単独の空間によって形成されており、連結管接続部
（２ｂ）において連結管（５ａ）に接続されている。即ち、連結管接続部（２ｂ）は、こ
こから膨張剤収容空間（２ａ）内へと膨張剤を注入するための部位であって、患者の体内
の狭窄部にバルーン本体（２）を設置する際に、医療用バルーン装置（１）を進入させる
方向からすると、狭窄部の奥側に位置することになる第１の連結管接続部（２ｂ１）と、
狭窄部の手前側に位置することになる第２の連結管接続部（２ｂ２）とから構成される。
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図示するように、第１の連結管接続部（２ｂ１）と第２の連結管接続部（２ｂ２）とは、
１箇所ずつ設けると簡便にこれを形成することができて好適であるが、狭窄部の奥側と手
前側にそれぞれ形成するのであれば、特にその個数等は限定されない。尚、本実施形態で
いえば、具体的には、第１の連結管接続部（２ｂ１）とは第１の連結管（５ａ１）の膨張
剤収容空間（２ａ）側の出口のことであり、第２の連結管接続部（２ｂ２）とは第２の連
結管（５ａ２）の膨張剤収容空間（２ａ）側の出口のことである。
【００３２】
異物収去具（３）は、図５に図示するように、医療用バルーン装置（１）の内部を長さ方
向に自在に移動して、その先端部から繰り出して異物を収去するための部材であって、異
物を捕捉するための異物捕捉部（３ａ）と、異物収去具（３）を操作するための操作部（
３ｂ）とからなる。具体的には、異物捕捉部（３ａ）は、異物を収容することができる籠
状の部位であり、操作部（３ｂ）は、術者が異物捕捉部（３ａ）を操作するための指示を
与える箇所とこの指示を異物捕捉部（３ａ）に伝達するための伝達ワイヤーとからなる。
【００３３】
超音波プローブ（４）は、図５に図示するように、膨張剤収容空間（２ａ）内に収容され
た膨張剤を介して、超音波振動子が超音波信号を送受信することによって、バルーン本体
（２）の膨張状態を確認するとともに、患者の体内の様子や手術器具の状況といった患者
の体内から異物を収去するための各種の情報を取得するための機械である。超音波プロー
ブ（４）としては、各種の公知の超音波プローブが提供されているところである。具体的
には、超音波プローブ（４）の先端部において超音波振動子がフレキシブルシャフトによ
って回動し、超音波信号を送受信することによって、十二指腸乳頭部（Ｇ）の大きさや肉
厚、血管の位置、そして医療用バルーン装置（１）の位置等に係る画像が手術用モニター
に表示される。
【００３４】
シース（５）は、図５に図示するように、内視鏡スコープ（Ｐ）の先端から出し入れ自在
に伸縮する医療用バルーン装置（１）を構成する医療用バルーン装置用シースである。シ
ース（５）は、例えばフッ素樹脂で形成された棒状の部材のような可撓性のある長尺の部
材で形成されている。図では、シース（５）は円柱状の部材であるが、上記のような可撓
性のある長尺の部材で形成するのであれば、特にその形状は限定されない。
【００３５】
シース（５）には、図８に図示するように、連結管（５ａ）と、ガイドワイヤー取付部（
５ｂ）と、異物収去具取付部（５ｃ）と、超音波プローブ取付部（５ｄ）とが設けられて
いる。
【００３６】
連結管（５ａ）は、膨張剤供給装置（６）からバルーン本体（２）へと該膨張剤を注入す
るための管状の部材である。もちろん、連結管（５ａ）は、バルーン本体（２）から膨張
剤供給装置（６）へと該膨張剤を回収するためにも用いることができる。連結管（５ａ）
は、膨張剤収容空間（２ａ）と膨張剤を供給するための膨張剤供給装置（６）とを個別的
に連結している。即ち、上述のように連結管接続部（２ｂ）を２箇所設ける場合には、図
示するように、２台の膨張剤供給装置（６）を設置し、第１の膨張剤供給装置（６１）と
第１の連結管接続部（２ｂ１）とを第１の連結管（５ａ１）によって連結し、第２の膨張
剤供給装置（６２）と第２の連結管接続部（２ｂ２）とを第２の連結管（５ａ２）によっ
て連結するのである。尚、ここでいう膨張剤供給装置（６）とは、バルーン本体（２）に
膨張剤を供給するための装置であって、膨張剤収容空間（２ａ）へと膨張剤を圧送する注
入装置といった各種の公知の膨張剤供給装置を用いることができる。
【００３７】
ガイドワイヤー取付部（５ｂ）は、術者が医療用バルーン装置（１）を操作するためのガ
イドワイヤー（Ｓ）が医療用バルーン装置（１）に取り付くための箇所である。ガイドワ
イヤー取付部（５ｂ）は、図５に図示するように、ガイドワイヤー（Ｓ）を挿通するため
のチューブ状の空間をシース（５）の内部にその長さ方向の全長にわたって設けられてい
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る。もっとも、ガイドワイヤー取付部（５ｂ）は、シース（５）の外周面上に、ガイドワ
イヤー（Ｓ）を挿通するための短小なチューブ状の部材を取り付けるといった態様でも良
い。このようなガイドワイヤー（Ｓ）をシース（５）から露出させるような態様にするこ
とで、シース（５）を細く形成することができ、好適である。
【００３８】
異物収去具取付部（５ｃ）は、術者が異物捕捉部（３ａ）を操作するための指示を異物捕
捉部（３ａ）に伝達するための伝達ワイヤーが医療用バルーン装置（１）に取り付くため
の箇所である。異物収去具取付部（５ｃ）は、図５に図示するように、該伝達ワイヤーを
挿通するためのチューブ状の空間をシース（５）の内部に長さ方向の全長にわたって設け
られている。もっとも、異物収去具取付部（５ｃ）は、上記のガイドワイヤー取付部（５
ｂ）と同様に、シース（５）の外周面上に、該伝達ワイヤーを挿通するための短小なチュ
ーブ状の部材を取り付けるといった態様でも良い。このような該伝達ワイヤーをシース（
５）から露出させるような態様にすることで、シース（５）を細く形成することができ、
好適である。
【００３９】
超音波プローブ取付部（５ｄ）は、超音波プローブ（４）が医療用バルーン装置（１）に
取り付くための箇所である。超音波プローブ取付部（５ｄ）は、図５に図示するように、
超音波プローブ（４）を挿通するためのチューブ状の空間をシース（５）の内部に長さ方
向の全長にわたって設けられている。もっとも、超音波プローブ取付部（５ｄ）は、上記
のガイドワイヤー取付部（５ｂ）及び異物収去具取付部（５ｃ）と同様に、シース（５）
の外周面上に、超音波プローブ（４）を挿通するための短小なチューブ状の部材を取り付
けるといった態様でも良い。このような超音波プローブ（４）をシース（５）から露出さ
せるような態様にすることで、シース（５）を細く形成することができ、好適である。
【００４０】
以上が、本考案の一実施形態に係る異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置
（１）の構造についての説明である。次に、本考案の一実施形態に係る異物牽引機能を備
える多機能型の医療用バルーン装置（１）の使用態様について添付図面に基づいて説明す
る。
【００４１】
内視鏡スコープ（Ｐ）は、従来技術に係る公知の内視鏡スコープであり、図示するように
、その先端部の周面に内視鏡レンズ（Ｐ１）が取り付けられているとともに、内視鏡レン
ズ（Ｐ１）の近傍には鉗子出入口（Ｐ２）が設けられており、医療用バルーン装置（１）
を出し入れできる構造になっている。尚、内視鏡スコープ（Ｐ）には、他にも水や空気等
を送り出すためのノズル、患者の体内を照らすためのライト、及び各種の処置具を出し入
れするための処置具出入口等も併せて設けられていてもよい。
【００４２】
術者は、図示するように、内視鏡レンズ（Ｐ１）を通じて手術用モニターに映し出される
映像を視認しながら、患者の口腔から、食道（Ａ）、胃（Ｂ）を介して十二指腸（Ｃ）ま
で内視鏡スコープ（Ｐ）を挿入し、鉗子出入口（Ｐ２）から総胆管（Ｆ）内へとカテーテ
ルを挿入して造影剤を注入し、総胆管（Ｆ）の内部形状等を観察できるようにする。
【００４３】
次に、術者は、医療用バルーン装置（１）を鉗子出入口（Ｐ２）から伸長させ、ガイドワ
イヤー（Ｓ）によって案内しながら総胆管（Ｆ）内に向って進行させ、十二指腸乳頭部（
Ｇ）に到達させる。そして、術者は、連結管（５ａ）を介して膨張剤供給装置（６）から
バルーン本体（２１）内へと膨張剤を注入して、十二指腸乳頭部（Ｇ）にバルーン本体（
２）を設置する。その際、術者は、図６に図示するように、第１の膨張剤供給装置（６１
）と第２の膨張剤供給装置（６２）とをそれぞれ個別的に操作して膨張剤の注入量や注入
速度等を調節することよって、バルーン本体（２）のバランスを取りながら、膨張剤収容
空間（２ａ）内に膨張剤を注入し、十二指腸乳頭部（Ｇ）にバルーン本体（２）を安定的
に設置することができる。ここで、図４に図示するように、特に、バルーン本体（２）の
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外側面が平行に形成されていたり、全体的な外形が俵型に形成されていたりすると、膨張
剤収容空間（２ａ）内に膨張剤を注入する際に、バルーン本体（２）のバランスを取り易
いため、十二指腸乳頭部（Ｇ）にバルーン本体（２）をより安定的に設置することができ
て、好適である。
【００４４】
そして、術者は、操作部（３ｂ）を操作して、医療用バルーン装置（１）の先端部から異
物収去具（３）を繰り出して、異物捕捉部（３ａ）に総胆管結石（Ｙ）を捕捉する。そう
すると、十二指腸乳頭部（Ｇ）に医療用バルーン（２）を設置したまま、異物収去具（３
）を総胆管（Ｆ）内へと進入させることができるため、異物収去具（３）を膵管等に誤進
入させるおそれが低減されるとともに、術者は内視鏡スコープ（Ｐ）によって異物収去具
（３）が総胆管結石（Ｙ）を把持しているか否かを明確に確認することができる。
【００４５】
それから、術者は、図７に図示するように、バルーン本体（２）を該狭窄部から撤去する
際、第２の連結管接続部（２ｂ２）から膨張剤収容空間（２ａ）内へと更に膨張剤を注入
すると、バルーン本体（２）の特に第２の連結管接続部（２ｂ２）側が膨張して、バルー
ン本体（２）は内視鏡スコープ（Ｐ）による観察を行い易い十二指腸乳頭部（Ｇ）の手前
側へと自然と引き出されることになる。更に、上記のようにしてバルーン本体（２）が十
二指腸乳頭部（Ｇ）の手前側へと引き出されることにより、それと同時に総胆管結石（Ｙ
）が引き出されることになるため、総胆管結石（Ｙ）を円滑に収去することができる。即
ち、術者が総胆管（Ｆ）内から総胆管結石（Ｙ）を引き出す際、十二指腸乳頭部（Ｇ）に
引っ掛かってこれを傷付けるおそれを低減することができる。
【００４６】
そして、術者は、医療用バルーン装置（１）を操作して、総胆管結石（Ｙ）を十二指腸（
Ｃ）まで引き出し、総胆管結石（Ｙ）の大きさや患者の状態といった諸事情に応じて、総
胆管結石（Ｙ）を十二指腸（Ｃ）内で放棄して排便とともに排出されるようにするか、あ
るいは内視鏡スコープ（Ｐ）及び医療用バルーン装置（１）とともに、食道（Ａ）、胃（
Ｂ）を介して、患者の口腔から総胆管結石（Ｙ）を回収する。その際、連結管（５ａ）を
介して、膨張剤収容空間（２ａ）内に収容されている膨張剤を膨張剤供給装置（６）へと
回収し、バルーン本体（２）を収縮させる。
【００４７】
ここで、医療用バルーン装置（１）は、超音波プローブ（４）を備えているため、その先
端部において超音波振動子がフレキシブルシャフトによって回動し、超音波信号を送受信
することによって、十二指腸乳頭部（Ｇ）の大きさや肉厚、血管の位置、そして医療用バ
ルーン装置（１）の位置等に係る画像が手術用モニターに表示されることにより、ＥＰＢ
Ｄの安全性ないし確実性を一層高めることができる。また、液体は超音波の伝搬効率の高
い性質を備えるものであるところ、バルーン本体（２）に膨張剤として液体が注入される
ことによって、超音波振動子が発する超音波信号が伝搬し易くなり、該超音波信号に係る
画像が手術用モニターに鮮明に表示されるようになる。
【００４８】
術者は、内視鏡レンズ（Ｐ１）を通じて映し出される映像と併せて超音波振動子による超
音波信号の送受信によって映し出される映像を手術用モニターで視認することができるた
め、十二指腸乳頭部（Ｇ）の表層のみならず、その深部の構造も把握した上で、より安全
かつ確実にＥＰＢＤを実施することができる。そして、このことは手術時間の短縮等にも
つながるため、ひいては術者の労力の負担及び患者の体力の負担を軽減することにもつな
がるのである。
【符号の説明】
【００４９】
１　異物牽引機能を備える多機能型の医療用バルーン装置
２　バルーン本体
２ａ　膨張剤収容空間
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２ｂ　連結管接続部
２ｂ１　第１の連結管接続部
２ｂ２　第２の連結管接続部
３　異物収去具
３ａ　異物捕捉部
３ｂ　操作部
４　超音波プローブ
５　シース
５ａ　連結管
５ａ１　第１の連結管
５ａ２　第２の連結管
５ｂ　ガイドワイヤー取付部
５ｃ　異物収去具取付部
５ｄ　超音波プローブ取付部
６　膨張剤供給装置
６１　第１の膨張剤供給装置
６２　第２の膨張剤供給装置
Ａ　食道
Ｂ　胃
Ｃ　十二指腸
Ｄ　肝臓
Ｅ　胆嚢
Ｆ　総胆管
Ｇ　十二指腸乳頭部
Ｈ　膵臓
Ｉ　膵管
Ｐ　内視鏡スコープ
Ｐ１　内視鏡レンズ
Ｐ２　鉗子出入口
Ｑ　バルーンカテーテル
Ｒ　異物収去具
Ｓ　ガイドワイヤー
Ｘ　胆石
Ｙ　総胆管結石
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